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９月１日（木）から２学期が始まるにあたって 

 

保護者の皆様には日頃より多大なるご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。 

 新型コロナウィルスの感染拡大がなかなか終息しない中、２学期をどう過ごしていくのか不安を抱えている方

がいらっしゃるかと考え、以下の内容にまとめましたのでご確認下さい。 

 

①換気や消毒等の感染防止対策を施しながら、全クラスが集まること等は避けながら出来るだけ通常通りの保育

を行っていきます。 

 

②運動会は９月２８日（水）に予定通り行います。１０月・１１月は体育館をお借りできる日がない、１０月以

降も様々な行事が控えていることが理由です。 

万が一クラスターが起こり多数のお子様が参加できない状況になってしまいましたら、日程をずらして園庭で

行うということになるかもしれません。 

 

③年長組の鼓笛隊パレードについてです。楽器パートはクラス関係なく編成している都合上クラス同士が交わら

ないということが難しい状況です。交わらないとすると、各クラスを担当楽器の先生が周って教えていくとい

う方法しかなく、練習の進捗が遅くなってしまいます。 

また、鼓笛隊パレードの仕上がりに比重をかけるのであれば、楽器毎に分かれて練習する必要があるのですが、

感染拡大のリスクも比例して高くなってしまいます。どのような方法でやっていくべきなのかぎりぎりまで検

討し、方向性が決まりましたら連絡致します。 

 

④９月２１日（水）に予定されているおたのしみ会についてです。現在の感染拡大状況を考慮し、１０月１９日

（水）のおたのしみ会と合同で行うことを検討しています。日程的に９月２８日（水）の運動会と近く、感染

拡大リスクを下げるためです。１０月に合同で行うことになっても、９月２１日（水）にはクラス内でお祝い

をしますのでお弁当持参は変わらずお願い致します。 

 

⑤以前お知らせした古河市からの通知の内容です。２学期が始まる前にもう一度ご確認お願い致します。 

２．児童の体調及び登降園管理について 

（１） 登園前に自宅にて児童の検温をしていただき、登園時に各施設任意の様式により、発熱や体調不良の症状

がないかを施設に報告してもらい、新型コロナウィルス罹患の可能性が少ないことを確認の上、児童の受け入れ

を行うこととします。 

なお、この際に、児童に次の症状が認められる場合には、児童の登園をお断りします。 

① 児童に咳など風邪の症状や当該児童の平熱を上回る発熱がある場合 

② 児童に強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ(呼吸困難）がある場合 

※ 児童については、平熱に個人差があることから、普段の児童の体調等から判断し、保護者や保育士等施設職員

が違和感を覚えるような症状等がみられるか否かも登園可否の判断としてご考慮願います。 

※ 保護者や児童のきょうだい等、同居家族に同様の症状がある場合、児童の登園を自粛するようお願いします。 

（２） 登園後は、児童の体調管理を徹底することとします。 



幼児教育・保育施設での保育中、児童に、当該児童の平熱を上回る発熱や強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ(呼吸

困難）が確認された場合は、保護者様へ連絡をするとともに、感染拡大防止のための対応（隔離など）を行いま

す。 

（３） 過去に児童の平熱を上回る発熱等があった場合、解熱後、24 時間以上が経過し、呼吸器症状が改善傾向

となるまでは、登園をお断りします。 

なお、病児保育については、医師の診断を参考に利用についてご検討願います。 

（４） 熱中症などの健康被害が発生する可能性が高いと判断した場合は、マスクを外したうえでその他の感染

症対策を行うようご配慮下さい。 

 

【保護者の皆様へのお願い】 

（１） この方針に沿って行う施設からの依頼等に対しては、順守していただくようお願いします。 

（２） 保育中、当該児童の平熱を上回る発熱や強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ(呼吸困難）が確認された場合

など、施設から連絡があった場合は、可能な限り早急にお迎えに来ていただくようお願いします。 

(３) 幼児教育・保育施設を利用されているお子さん本人、または同居するご家族の方の感染が疑われ PCR 検

査をうける場合は、検査結果がわかるまでは、登園、またはお子さんの送迎等をお控え下さいますようお願いい

たします。 

 

 鼻水や咳の症状があるにも関わらず、発熱がないからとお子様を幼稚園にお預けになる方が少なからずおりま

す。鼻水や咳は風邪の症状であり、その後発熱することが多くあります。以前お知らせしましたように、感染者

が確認された場合は２日前まで生活の流れを確認し、検査対象者（以前の濃厚接触者）を特定しなければなりま

せん。そうすると多くの方に自宅待機および登園自粛を求めなければならないことになります。 

 お子様は体調の変化を自分の口で話すことはなかなか出来ませんし、マスクを常時着用する、他児と距離を取

るなどの行動は出来ません。 

「少しくらい大丈夫」という気持ちから感染が拡大してしまう可能性があり、実際クラスターが発生している

幼保施設はたくさんあります。 

また、職員はコロナ禍以前と変わらず子どもたちのことを第一に考えて一緒に過ごし、保育をしてくれていま

す。職員まで感染が拡大してしまうと休園せざるをえないこともありますので、「⑤」の内容については皆様守っ

て頂くようご理解ご協力よろしくお願い致します。 

また、登園の際に風邪症状が見受けられる場合は登園をお断りすることもあるかと思いますが、感染拡大防止

の観点からご理解頂けるようお願い致します。 

 

以上何卒よろしくお願い致します。 


